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１．はじめに 

 近年、都市化の著しい地域においては、各河川流域の開発に伴い田畑が減少し、これまで

流域が有していた保水・遊水機能が失われたため、短時間に大量の雨水が河川や水路などに

集中する「都市浸水」の被害が頻発している。江南市においても、同様の傾向を示し、東海

豪雨や平成 20年８月末豪雨をはじめとした集中豪雨による床上浸水など、大きな浸水被害を

受けてきた。 

 こうした中、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、平成 18 年１月１日に「特定都市

河川流域」として指定された新川流域内では、500 ㎡以上の雨水浸透阻害行為を行う際に、

雨水流出抑制施設の設置が義務付けられ、総合治水対策をより確実に実施することになった。 

また、江南市では今後の効率・効果的な治水対策の推進を図るため、河川・排水路対策、

流域対策及び浸水被害軽減対策等を含めた総合的な「第３次江南市総合治水計画」が策定さ

れた。 

 そして、その中の流域対策として、雨水流出抑制施設整備を促進し、雨水流出抑制を推進

するために「江南市雨水流出抑制基準」を作成するものとした。 

 

 

２．目 的 

 本基準は、江南市内における開発及び建築行為（以下「開発行為」）等を行う際に、雨水流

出抑制施設の設置に関する必要な事項を定めることにより、雨水の流出抑制を図り、水害を

未然に防止または軽減することを目的とする。 

 

 

３．適用範囲 

（１） 国または地方公共団体等が計画または管理する施設のうち、以下に掲げる要件のい

ずれかに該当する場合について、この基準の定めるところにより雨水流出抑制を行う

ものとする。 

① 施設の新築、改築及び増築を行う場合 

② その他、特に雨水流出抑制を行うことが必要と認められる場合 

（２） 民間施設等における雨水流出抑制実施の推進を図るため、以下に該当する案件につ

いて、この基準の定めるところにより雨水流出抑制を行うものとする。 

①江南市宅地開発等に関する指導要綱 

②大規模小売店舗立地法 

③江南市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例 

    ただし、特定都市河川浸水被害対策法（平成 15年法律第 77号）第９条に該当する

開発行為等には適用しない。 
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４．定 義 

 雨水流出抑制施設とは、河川及び水路に対する洪水負担の軽減を目的として設置する次の

施設の総称とする。 

（１）貯留施設 雨水調整池、雨水貯留施設、その他 

（２）浸透施設 浸透桝、浸透トレンチ、浸透側溝、透水性舗装、その他 

 

 

５．必要対策量 

国または地方公共団体が計画または管理する施設について、面積当りの必要対策量は原則

６００Ａとし、公園、広場及び駐車場等においては、表－１のとおりとする。なお、本市と

の事前協議を行うこととする。 

また、民間事業者等が行う開発行為等の面積当りの必要対策量は、表－１のとおりとする。 

 

表－１ 雨水流出抑制対策の必要対策量 

条 件 開発前 流出係数 開発行為等面積 必要対策量 

農地→宅地 

・田畑 

・耕地 

・原野 

0.2→0.9 

ａ＜1,000㎡ Ｖ＝３３０Ａ 

1,000㎡≦ａ＜5,000㎡ Ｖ＝５６０Ａ 

5,000㎡≦ａ＜10,000㎡ Ｖ＝５９０Ａ 

10,000㎡≦ａ 別途計算 

締固→宅地 

・宅地 

・締固められた 

土地 

0.5→0.9 

ａ＜1,000㎡ Ｖ＝１３０Ａ 

1,000㎡≦ａ＜5,000㎡ Ｖ＝２１０Ａ 

5,000㎡≦ａ＜10,000㎡ Ｖ＝２３０Ａ 

10,000㎡≦ａ 別途計算 

農地→締固 

・田畑 

・耕地 

・原野 

0.2→0.5 

ａ＜1,000㎡ Ｖ＝１１０Ａ 

1,000㎡≦ａ＜5,000㎡ Ｖ＝１９０Ａ 

5,000㎡≦ａ＜10,000㎡ Ｖ＝１９０Ａ 

10,000㎡≦ａ 別途計算 

農地→舗装等 

・田畑 

・耕地 

・原野 

0.2→0.95 

ａ＜1,000㎡ Ｖ＝３６０Ａ 

1,000㎡≦ａ＜5,000㎡ Ｖ＝６２０Ａ 

5,000㎡≦ａ＜10,000㎡ Ｖ＝６４０Ａ 

10,000㎡≦ａ 別途計算 

締固→舗装等 

・宅地 

・締固められた 

土地 

0.5→0.95 

ａ＜1,000㎡ Ｖ＝１５０Ａ 

1,000㎡≦ａ＜5,000㎡ Ｖ＝２５０Ａ 

5,000㎡≦ａ＜10,000㎡ Ｖ＝２７０Ａ 

10,000㎡≦ａ 別途計算 

  ※Ｖ：必要対策量（㎥） 

   Ａ：開発行為等面積（ha） 
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６．雨水流出抑制施設の算定 

 必要対策量を満たすように、対象施設の敷地内に雨水流出抑制施設（貯留施設または浸透

施設）を設置する。 

設置する雨水流出抑制施設は、長期間にわたり効果を発揮できるよう、維持管理に配慮し

た構造とする。特に浸透施設については、施設本体の透水機能と地中への浸透機能維持を考

慮し、目詰まり防止や清掃などにも配慮した構造とすること。 

また、敷地内からの雨水の放流については、排水先の側溝・水路等の HWL または８割水

深の水位を想定し、排水先から雨水流出抑制施設への逆流を防止する措置を行うものとする。 

雨水流出抑制施設の規模の算定は、各号の積算式により算定すること。 

 

（１）貯留施設対策量 

貯留施設の設置にあたっては、本来の土地利用に配慮するとともに、貯留時において

も、利用者の安全が確保でき、かつ流出抑制効果が期待できる適切な貯留施設対策量を

設定するものとする。 

なお、貯留施設対策量は次式により求める。 

 

    貯留施設対策量（㎥）＝貯留面積（㎡）×貯留水深（ｍ） 

 

貯留限界水深は、敷地の地表上に貯留する場合、表－２に示す水深が一般的であるが、

安全対策を別途講ずるとともに、維持管理が十分に行われる場合は、その値を増加して

もよい。 

 

表－２ 貯留限界水深の目安 

土地利用 貯留場所 貯留限界水深（ｍ） 

集合住宅 棟 間 緑 地 ０．３ 

駐 車 場 駐 車 ま す ０．１ 

小学校・中学校 屋外運動場 ０．３ 

高等学校 〃 ０．３ ＊０．５ 

児童公園 築山を除く広場 ０．２ 

近隣・地区公園 運動施設用地広場等 ０．３ ＊０．５ 

  ＊：高等学校、近隣・地区公園の場合は、安全対策を考慮し、貯留水深を 0.5ｍとする場合もある。 

《出典：雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透設計・施工技術指針（新川・境川（逢妻川）・猿渡川流域編）》 
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【放流孔（オリフィス）】 

放流施設は、計画放流量を安全に処理できるものとし、開発行為前流出量Ｑ0、水深Ｈ

に対して下式を満たすようなオリフィス口径φあるいはＤを求める。 

・開発行為前流出雨水量の算定 

  Ｑ0＝1/360×ｆ0×ｒ×Ａ 

ｆ0：開発前流出係数（表－１参照） 

       ｒ：基準降雨における洪水到達時間内平均降雨強度（mm/h） 

         ※1,000㎡未満の開発はW=1/3で 98.2mm/h 

          1,000㎡以上の開発はW=1/10で 120.8mm/h 

       Ａ：開発面積（ha） 

・オリフィス口径の算定 

① Ｈ≦1.2Ｄ 

Ｑ0＝Ｃ2×Ｄ×Ｈ
1.5 

② 1.2Ｄ＜Ｈ＜1.8Ｄ 

この区間については、H=1.2ＤでのＱ0およびH=1.8ＤでのＱ0を用いて、この

区間を近似直線とする。 

③ Ｈ≧1.8Ｄ 
Ｑ0＝Ｃ1×π(φ/2)

2×(2ｇＨ)1/2 ………円管の場合 

Ｑ0＝Ｃ1×Ｄ
2×(2ｇＨ)1/2    ………矩形の場合 

Ｃ1：流量係数＝0.6 

          Ｃ2：流量係数＝1.8 

       φ、Ｄ：放流孔の直径または幅と高さ（ｍ） 

       ｇ：重力加速度＝9.8（ｍ/s2） 

          Ｈ：HWLから放流孔中心までの水深（ｍ） 

 

放流孔（オリフィス）の口径は、ゴミ等による閉塞が起こらないように、原則として

５cmを最小とする。 

 

図－１ 放流施設の模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《出典：雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透設計・施工技術指針（新川・境川（逢妻川）・猿渡川流域編）》 

 

※放流先側溝 

H：HWL 

0.8H：8割水深 
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（２）浸透施設対策量 

浸透施設は、貯留施設として必要な貯留容量に相当する量を確保するとともに、所要

の流出抑制効果が期待できる適切な浸透施設対策量を設定する。 

浸透施設における雨水流出抑制の対策量は、集水区域からの流出量が計画放流量を超

過している時間内（２時間）における浸透量と空隙貯留量の和により算出する。 

 

浸透施設対策量（㎥）＝浸透量（㎥）＋空隙貯留量（㎥） 

 

浸 透 量（㎥）＝単位設計浸透量（㎥/h/個,㎥/h/ｍ,㎥/h/㎡） 

×設置数量（個,ｍ,㎡）×流出抑制時間（＝2h） 

 

    空 隙 貯 留 量（㎥）＝浸透施設の体積（㎥）×空隙率 

 

【単位設計浸透量】 

・基準浸透量の算定 

  Ｑf＝ｋ0×Ｋf 

Ｑf：設置施設の基準浸透量（㎥/h/個, ㎥/h/ｍ, ㎥/h/㎡） 

    ｋ0：土壌の飽和透水係数＝0.03（ｍ/h）＝8.3×10-4（cm/s） 

       Ｋf：浸透施設の比浸透量（㎡） 

なお、設計施設の比浸透量Ｋfは、設置施設の形状と設計水頭で決まる定数で、表－３

及び表－４の算定式で算定する。 

・単位設計浸透量の算定 

  Ｑ＝Ｃ×Ｑf 

Ｑ：浸透施設の単位設計浸透量（㎥/h/個, ㎥/h/ｍ, ㎥/h/㎡） 

    Ｃ：影響係数 

         ※透水性舗装：0.45、その他（浸透桝、浸透トレンチ等）：0.81 

       Ｑf：設置施設の基準浸透量（㎥/h/個, ㎥/h/ｍ, ㎥/h/㎡） 
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施   設 透水性舗装 浸透側溝および浸透トレンチ 

浸 透 面 底面 側面および底面 

模 式 図 

 

 

算定式の

適用範囲

の目安 

設計水頭(H) H≦1.5m H≦1.5m 

施設規模 浸透池は底面積が約 400㎡以上 W≦1.5m 

基 本 式 Kf=aH+b Kf=aH+b 

係 数 

a 0.014 3.093 

b 1.287 1.34W+0.677 

c - - 

備   考 
比浸透量は単位面積当たりの値、底面積

の広い空隙貯留浸透施設にも適用可能 
比浸透量は単位長さ当たりの値 

 

施   設 円筒ます 

浸 透 面 側面および底面 底面 

模 式 図 

  

算定式の

適用範囲

の目安 

設計水頭(H) H≦1.5m H≦1.5m 

施設規模 0.2ｍ≦D≦1ｍ 1ｍ＜D≦10ｍ 0.3ｍ≦D≦1ｍ 1ｍ＜D≦10ｍ 

基 本 式 Kf=aH2+bH+c Kf=aH+b Kf=aH+b 

係 数 

a 0.475D+0.945 6.244D+2.853 1.497D-0.100 2.556D-2.052 

b 6.07D+1.01 0.93D2+1.606D-0.773  1.13D2+1.606D-0.011 0.924D2+0.993D-0.087  

c 2.570D-0.188 - - - 

備   考   

 

 

 

 

 

表－３ 各種浸透施設の比浸透量〔Ｋf値〕算定式（その１） 

H：設計水頭(m) 

W：施設幅(m) 

L：施設延長(m) H：設計水頭(m) 

H：設計水頭(m) 

D：施設直径(m) 

H：設計水頭(m) 

D：施設直径(m) 
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施   設 正方形ます 

浸 透 面 側面および底面 

模 式 図 

 

算定式の

適用範囲

の目安 

設計水頭(H) H≦1.5m 

施設規模 W≦1m 1ｍ＜W≦10ｍ 10ｍ＜W≦80ｍ 

基 本 式 Kf=aH2+bH+c Kf=aH+b 

係 数 
a 0.120W+0.985 -0.453W2+8.289W+0.753 0.747W+21.355 
b 7.837W+0.82 1.458W2+1.27W+0.362 1.263W2+4.295W-7.649 
c 2.858W-0.283 - - 

備   考 地下型貯留浸透施設に適用可能 

 

施   設 正方形ます 

浸 透 面 底面 

模 式 図 

 

算定式の

適用範囲

の目安 

設計水頭(H) H≦1.5m 

施設規模 W≦1m 1ｍ＜W≦10ｍ 10ｍ＜W≦80ｍ 

基 本 式 Kf=aH+b 

係 数 
a 1.676W-0.137 -0.204W2+3.166W-1.936 1.265W-15.670 
b 1.496W2+0.671W-0.015 1.345W2+0.736W+0.251 1.259W2+2.336W-8.13 
c - - - 

備   考 地下型貯留浸透施設に適用可能 

 

施   設 矩形のます 

浸 透 面 側面および底面 

模 式 図 

 

算定式の

適用範囲

の目安 

設計水頭(H) H≦1.5m 

施設規模 L≦200m、W≦4m 

基 本 式 Kf=aH+b 

係 数 
a 3.297L+(1.971W+4.663) 
b (1.401W+0.684)L+(1.214W-0.834) 
c - 

備   考 地下型貯留浸透施設に適用可能 

 

表－４ 各種浸透施設の比浸透量〔Ｋf値〕算定式（その２） 

H：設計水頭(m) 

W：施設幅(m) 

L：施設延長(m) 

H：設計水頭(m) 

W：施設幅(m) 

H：設計水頭(m) 

W：施設幅(m) 
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【空隙率】 

浸透施設の空隙率は、表－５に示すとおり使用する材料により決定する。 

 

表－５ 材料別の空隙率 

材料 設計値 

単粒度砕石（S-30、S-40） 40％ 

クラッシャーラン 

10％ 
粒度調整砕石 

透水性アスファルト混合物 

透水性瀝青安定処理路盤 

透水性コンクリート 20％ 

プラスチック製貯留材 使用する製品のカタログ値を採用 

《出典：雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透設計・施工技術指針（新川・境川（逢妻川）・猿渡川流域編）》 

 

 

７．提出図書 

 本基準を適用する雨水流出抑制施設については、次の図書を提出すること。 

（１）工事着手前 

① 雨水流出抑制対策施設計画書（様式１） 

② 工事場所の案内図 

③ 配置計画平面図（排水施設図含む） 

④ 構造図 

⑤ 雨水抑制計算書 

⑥ その他必要と認める図書（公図・求積図・委任状等） 

（２）計画変更時 

① 雨水流出抑制対策施設変更計画書（様式２） 

② 配置計画平面図（排水施設図含む・変更部分明示） 

③ 構造図（変更部分明示） 

④ 雨水抑制計算書 

⑤ その他必要と認める図書 

（３）工事完了後 

① 雨水流出抑制対策施設完了届（様式３） 

② 出来形測定図（排水施設図含む） 

③ 構造図（軽微な変更があった場合のみ） 

④ 雨水抑制計算書（軽微な変更があった場合のみ） 

⑤ その他必要と認める図書（工事写真等） 
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